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時　9月1日㈯　12時から約１分間　　場　県内全域（自宅など）
内　時報などを合図にその場で自ら「しせいをひくく　あたまをまもり
　　じっとする」の基本行動を行います。
申　8月31日㈮までに、団体または代表者の郵便番号、氏名（ニックネ
　　ーム推奨）または企業名、訓練実施日、参加人数を県  HPまたはＦＡＸ
　　（052‐954‐6911）で参加表明してください。
 HP　あいちシェイクアウト　　　　　　問　県防災局災害対策課（☎052-954-6149）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート*1）を用いた訓練で、刈谷市以外の地域でも様々な手段を用いて情報
伝達訓練が行われます。

※気象・地震活動の状況などにより、訓練を中止することがあります。

　１　地震・津波や武力攻撃などの緊急情報
を、国から市区町村へ人工衛星などを通
じて瞬時にお伝えするシステムです。

　２　時間的に余裕のない事態に関する緊急
情報や災害に関する情報などを、市内に
設置したスピーカーから皆さんに無線放
送で一斉にお知らせするシステムです。

　３　西境市民館、今川町井田地内、流れ川
第二排水機場（今岡町）、帆落田児童遊
園（今川町）、絵下城児童遊園（泉田町）、
消防団第１５分団詰所（泉田町）、沖田公
園（一ツ木町）、刈谷市観光倉庫（司町）、
消防団第１０分団詰所（小垣江町）、大津
崎緑地（小垣江町）の１０か所です。

時　８月２９日㈬　11時ごろ 問　危機管理課（☎62-1190）
同報系防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施

あいちシェイクアウト訓練

情報伝達手段 放送内容

同報系防災行政無線*2

市内１０か所*3に設置してある防災行政無
線から、一斉に、次のように放送されま
す。

【放送内容】
　上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです。」×３
　「こちらは、こうほう刈谷です。」
　下りチャイム音

刈谷市防災ラジオ試験放送 刈谷市防災ラジオが自動起動します。
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９
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　
現
在
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は

８
月
31
日
㈮
で
す
。
新
し
い
保
険

証
は
原
則
８
月
末
日
ま
で
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
９
月
以

降
病
院
で
受
診
す
る
場
合
は
、
新

し
い
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
る
世
帯
は
、
直
接
市
役
所
ま

で
取
り
に
来
て
も
ら
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
古
い
保
険
証
は
、
国
保
年
金
課

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
返

却
す
る
か
、
細
か
く
裁
断
し
て

ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は

32
年
８
月
31
日
で
す
。
た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
り
、

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
被
保

険
者
の
有
効
期
限
は
、
誕
生
日

の
前
日
で
す
。

※
今
回
の
更
新
よ
り
、
保
険
証
の

様
式
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す
。

問　
国
保
年
金
課
（
☎
62
‐
１
２

０
６
）今

月
の
市
税
の
納
期

税
目　

市
県
民
税
（
２
期
）、
国

民
健
康
保
険
税
（
２
期
）

納
期
限　
８
月
31
日
㈮

他　
納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
制
度
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。　

問　
納
税
課（
☎
62
‐
１
０
０
７
）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の

指
定
袋
へ
の
異
物
混
入

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の

指
定
袋
の
中
に
携
帯
電
話
な
ど
で

使
用
さ
れ
る
小
型
充
電
式
電
池
が

混
入
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
で
発

煙
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
事
故
が
発
生
す
る
と
、
収
集
車

や
施
設
だ
け
で
な
く
、
周
辺
住

宅
な
ど
に
被
害
が
及
ぶ
危
険
が
あ

り
、
予
定
通
り
の
収
集
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　
小
型
充
電
式
電
池
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
協
力
店
の
「
小
型
充
電
式
電

池
リ
サ
イ
ク
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
」
に
て
回

収
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問　
ご
み
減
量
推
進
課
（
☎
21
‐

１
７
０
５
）

　

西
三
河
都
市
計
画
案
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す︵
縦
覧
︶

時　
８
月
20
日
㈪
～
９
月
３
日
㈪

場　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

内　
生
産
緑
地
地
区

※
こ
の
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、

９
月
３
日
㈪
ま
で
に
意
見
書
を

提
出
で
き
ま
す
。

問　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
☎
62

‐
１
０
２
２
）

子
ど
も
の
人
権
110
番
強
化
週
間

　
い
じ
め
、
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

の
人
権
に
関
わ
る
悩
み
ご
と
、
心

配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時　
８
月
29
日
㈬
～
９
月
４
日
㈫

８
時
30
分
～
19
時
（
土
日
は
10
時

～
17
時
）

※
強
化
週
間
以
外
は
、
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分

相
談
専
用
電
話

☎
０
１
２
０
‐
007
‐
110

問　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

（
☎
052
‐
952
‐
８
１
１
１
）

　

矢
作
川
水
源
基
金
を

ご
存
じ
で
す
か　

　
矢
作
川
水
源
基
金
は
、
刈
谷
市

を
含
む
矢
作
川
流
域
内
の
10
市
町

と
愛
知
県
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

植
林
や
山
林
の
保
全
活
動
を
通
し

て
、
災
害
に
強
い
大
地
づ
く
り
と

き
れ
い
な
水
づ
く
り
に
努
め
る
と

と
も
に
、
流
域
住
民
へ
の
啓
発
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
矢
作
川
水
源
基
金
へ
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

矢
作
川
水
源
基
金
事
務
局

（
☎
０
５
６
４
‐
23
‐
２
６
４
５
）

検索


